
10

　
５
月
１
日
か
ら
、
大
磯
・
西
小
磯
・

国
府
本
郷
地
区
の
一
部
の
区
域
に
お

い
て
、
公
共
下
水
道
が
使
え
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。 

 

早
期
接
続
の
お
願
い 

　
公
共
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
ら
、
家
庭
な
ど
か
ら
の
汚

水
を
、
公
共
下
水
道
に
直
接
流
す
た

め
の
排
水
設
備
を
設
置
し
、
公
共
下

水
道
に
接
続
さ
せ
る
工
事（
改
造
工

事
）を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

　
町
で
は
、
公
共
下
水
道
が
使
え
る

日（
供
用
開
始
日
）か
ら
３
年
以
内
に

接
続
を
す
る
場
合
に
は
、
一
定
の
条

件
を
設
け
て
改
造
工
事
費
の
助
成
と

し
て
、
奨
励
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
改
造
工
事
に
要
す
る
費
用

に
対
し
て
、
融
資
あ
っ
せ
ん
制
度
も

行
っ
て
い
ま
す
。 

　
補
助
制
度
を
利
用
し
て
い
た
だ
い

て
、
早
め
に
公
共
下
水
道
に
接
続
し

て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

　
な
お
、
排
水
設
備
の
工
事
は
、
町

の
指
定
工
事
店
に
申
し
込
ん
で
く
だ 

さ
い
。 

※
５
月
１
日
か
ら
供

用
開
始
さ
れ
る
区

域
内
に
土
地
を
所

有
さ
れ
て
い
る
方

に
は
、
個
別
に
通

知
し
て
い
ま
す
。 

　
す
で
に
公
共
下
水
道
が
使
用
で
き

る
区
域
に
お
住
ま
い
で
ま
だ
接
続
し

て
い
な
い
方
も
、
生
活
環
境
の
向
上

と
水
質
保
全
の
た
め
に
早
め
の
接
続

を
お
願
い
し
ま
す
。 

　
町
で
は
、
多
く
の
方
が
清
潔
で
快

適
な
生
活
を
お
く
る
こ
と
の
で
き
る 

よ
う
に
、
公
共
下
水
道
の
整
備
を
推

進
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
下
水
道
課
　
☎
内
線
２
２
４ 

建
築
物
の
構
造
等
を
制
限
!!
 

　
町
で
は
、
建
築
基
準
法
第
50
条
の
規
定
に
基
づ
き
建
築
物
の
構
造
に
関
す

る
制
限
を
定
め
る
と
と
も
に
、
同
法
第
52
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
条

第
３
項
の
地
盤
面
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
良
好
な
住
居
の
環
境
を
保
護
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る「
大
磯
町
建
築
物
の
構
造
及
び
住
宅
地
下
室
の
容
積

率
緩
和
を
制
限
す
る
条
例
」を
平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
し
ま
し
た
。 

　
な
お
、
条
例
の
対
象
区
域
は
、「
Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線
北
側
の
第
一
種
低
層
住

居
専
用
地
域
」で
す
。 

 

■
建
築
物
の
構
造
に
関
す
る
制
限 

　
建
築
物
の
階
数
は
４
を
超
え
て
は

い
け
ま
せ
ん
。 

※
最
下
階
を
自
動
車
車
庫
等
の
用
に

供
し
、
そ
の
天
井
が
条
例
で
定
め

る
水
平
面
以
下
に
あ
る
場
合
に
限
っ

て
、
当
該
階
を
階
数
に
算
入
し
ま

せ
ん
。 

           

■
住
宅
地
下
室
の 

　
容
積
率
緩
和
の
制
限 

○
住
宅
地
下
室
の
容
積
率
緩
和
制
度

と
は
？ 

　
平
成
６
年
の
建
築
基
準
法
の
改
正

に
よ
り
導
入
さ
れ
、
容
積
率
を
算
定

す
る
際
に
、
住
宅
地
下
室
の
床
面
積

を
全
体
の
床
面
積
の
３
分
の
１
ま
で

は
不
算
入
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
制

度
で
す 

○
現
行
制
度
の
問
題
点
は
？ 

　
あ
る
階
が
地
下
室
と
な
り
、
容
積

率
の
緩
和
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か

は
高
低
差
３
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に

設
定
さ
れ
る
平
均
地
盤
面
と
そ
の
階

と
の
関
係
に
よ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

斜
面
地
に
お
い
て
は
複
数
の
地
盤
面

が
発
生
し
、
容
積
率
不
算
入
と
な
る

地
下
室
が
何
層
も
生
ま
れ
る
結
果
と

な
り
ま
す
。
低
層
住
宅
が
多
く
あ
る

地
域
に
お
い
て
周
辺
環
境
と
そ
ぐ
わ

な
い
大
規
模
な
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
設

さ
れ
る
一
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

○
こ
の
条
例
で
ど
う
変
わ
る
の
？ 

　
地
盤
面
を
、
建
築
物
が
周
囲
の
地

面
と
接
す
る
位
置
の
最
も
低
い
位
置

か
ら
３
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
平
均
の
高

さ
に
お
け
る
水
平
面
に
設
定
し
ま
す
。 

こ
れ
に
よ
り
、
斜
面
地
に
お
け
る
住

宅
地
下
室
の
容
積
率
緩
和
に
よ
る
ボ

リ
ュ
ー
ム
の
増
加
を
抑
制
し
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
ま
ち
づ
く
り
課
　
☎
内
線
２
４
２ 

下
水
道
供
用
開
始
区
域
が
拡
大 

4階 

地面 

地面 

自動車車庫等 

3m
3m
3m
3m

平均地盤面 地面 

容積率の緩和対象となる部分 
容積率の緩和対象とならない部分 

3m
3m
3m
3m

規模縮小 

地面 

地盤面 
　平均の高さにおける水平面（平均地盤面） 

条
例
施
行
後
は
… 

改造工事費用 

5万円以上 15万円未満 

15万円以上 30万円未満 

30万円以上 40万円未満 

40万円以上　　　　　　 

12,000円 

21,000円 

27,000円 

30,000円 

8,000円 

14,000円 

18,000円 

20,000円 

4,000円 

7,000円 

9,000円 

10,000円 

供用開始からの経過年数 
１年目 ２年目 ３年目 

【奨励金の交付額】 

※改造工事費用、供用開始経過年数に応じて、交付します。 


